
令和元年度後発医薬品の使用促進検討会議 資料 
                                                           
１ 現況について 

   国は，患者負担の軽減や医療保険財政改善の観点から，平成２５年４月に，「後発医薬品

のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し，行政，医療関係者，医薬品業界など

国全体で取り組む施策を示した。 

現在，国は，後発医薬品の使用割合を平成３２年９月までに数量ベース８０％以上とす

ることを目標としている。 

   本県においては，平成２０年度から「後発医薬品の使用促進検討会議」を設置し，後発

医薬品の使用促進にかかる環境整備として各種事業を実施しているところであり，第３期

茨城県医療費適正化計画（H30～35 年度）にも，目標の一つとして「後発医薬品の使用促

進」を盛り込んでいる。 

    

○後発医薬品の使用状況（数量ベース）（％）【参考資料１】 
（「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向」から） 

後発医薬品の割合 
（数量ベース ％） 茨 城 県 全  国 

平成２５年度 45.4 47.9 

平成２６年度 54.5 56.4 

平成２７年度 58.6 60.1 

平成２８年度 66.2 66.8 

平成２９年度 69.7 70.2 

【参考平成 31 年 3 月】 77.0 77.7 

 
 
２ 県の取組みについて ～今年度の事業内容～ 

（１）茨城県後発医薬品使用促進にかかるワーキンググループ会議 
   後発医薬品の使用促進に係る事業計画案の策定等を実施 
   開催日：令和元年８月２１日（水） 
   委 員：県医師会，県歯科医師会，県薬剤師会，県病院薬剤師会，県関係課 
   内 容：事業報告，今後の事業計画（案）の作成 等 
   事業計画（案） 

    ① 効果の検証（今年度事業） 

      県ネットモニターアンケート等のアンケートを活用し，ポスターやリーフレットの

効果を検証する。 

    ② 県のネットワークの活用（今年度，次年度事業） 

      県のネットワークを活用し，県職員向けの啓発活動を実施。 

    ③ キャンペーン月間の実施（今年度，次年度事業） 

      効果的な啓発を行うため，２月，８月をキャンペーン月間に設定し，集中して啓発

事業を行う（①のアンケートもキャンペーン月間の実施を検討）。 

    ④ 協会けんぽとの連携（今年度，次年度事業） 

      より効果的・効率的に啓発するため，協会けんぽと連携した事業を展開する。 
 
（２）後発医薬品使用促進地域協議会 

   地域の実情に応じた取り組みを実施するため，保健所単位で協議会を設置，平成３０年
度から，常陸大宮保健所，つくば保健所に地域協議会を設置 

   【主な取組】 
   ・常陸大宮保健所地域協議会 
    若年層へ啓発するため，親子工場見学会を開催 
    （８月２０日，日本ジェネリックつくば工場，２１名参加） 
 
 



   ・つくば保健所地域協議会 
    採用後発医薬品の参考とするため，汎用後発医薬品リストを作成 
   【参考：過去の地域協議会の状況】 
   ・平成 26，27 年度 
    水戸，土浦保健所に地域協議会を設置 
   ・平成 28，29 年度 
    日立，潮来，筑西保健所に地域協議会を設置 
 

（３）県民及び医療関係者に対する啓発 
   【通常期間】 
   ・ラジオＣＭ 
     実施時期：平成３１年４月～令和２年３月 １０５回（予定） 
     実施方法：茨城放送で，週に２回放送されている「知っていますか？くすりの話」

にあわせて２０秒ＣＭを放送 
   ・県民向けの出前講座 
     実施方法：薬剤師会に委託している講師派遣事業を活用 
   ・薬と健康の週間での啓発活動 
     薬務課：いばらきのくすり展 令和元年１０月２０日（日）（約 1,500 名来場） 
     保健所：街頭くすりの相談所 １０月～１１月頃（24 ヵ所，約 10,000 名来場） 
   ・リーフレットの作成・配布【別紙リーフレット】 
     啓発リーフレットのデザインを更新し，市町村，保健所，薬局へ配布するとともに，

イベント等で来場者へ配布（7 万枚作成） 
   ・県広報関係 
     茨城県域デジタル放送／データ放送自治体情報 ７月 
     SNS（Twitter）：７月から（１回／月） 
     ラジオ放送：８月「後発医薬品ってなあに」 
     ひばり９月号 
 
   【啓発強化期間（２月）】 
    効果的な啓発を実施するため，２月に集中的に啓発事業を実施 
   ・鉄道・バスにおける広告（中吊，窓上） 
     掲出対象：鉄道・・・常磐線・水戸線・水郡線 
               関東鉄道常総線・竜ヶ崎線 
               鹿島臨海鉄道           計５５１車両 
          バス・・・日立電鉄バス 
               関東鉄道バス           計２３９台 
     掲出期間：２月中 
     掲 出 物：ポスター【参考資料２】 
   ・日刊新聞における広告 
     掲載対象：読売新聞茨城版，朝日新聞茨城版，毎日新聞茨城版 
          （茨城新聞は，協会けんぽにより掲載予定） 
     掲 載 日：２月中（全８回） 
   ・イオンでのリーフレット配布 
     配布期間：２月中 
     配布場所：県内イオン全店舗において，期間中リーフレットを配布 
   ・SNS（Twitter）による情報発信 
   ・ラジオ放送：「後発医薬品にかえてみませんか？」 
   ・ネットモニターアンケート 
     実施期間：２月７日から２月２０日まで 
     目  的：啓発事業の効果の検証やより効果的な啓発事業の実施 
   ・県のネットワークを活用した啓発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（４）市町村と連携した情報発信 

・市町村等国民健康保険，後期高齢者医療及び医療福祉主管部・課長会議で協力を 
依頼（４月） 

・国保事務新任者講習会で協力を依頼（６月） 
・「茨城の国保」（国保連合会機関誌）投稿（９月号） 

 
（５）後発医薬品の安全性の確保 

   ・試験検査 
    検 体 数：１５検体（溶出試験：１５検体） 
    検査機関：茨城県衛生研究所 
    ※全て適合 
   ・製造業立入検査  
    施 設 数：１０施設（実地：４施設，書面：６施設） 
    ※立入結果に応じ指導を実施 
 

（６）生活保護受給者への対応（県福祉指導課） 
 

（７）後発医薬品使用率の状況（県厚生総務課国民健康保険室） 


